
Title 日本霊異記と本朝法華験記

Author(s) 山根, 賢吉

Citation 語文. 1957, 19, p. 24-29

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68511

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



日
本
霊
異
記
と
本
朝
法
華
験
記
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日
本
霊
異
記

（以
下
霊
異
記
と
略
称
）
と
本
朝
法
華
験
記

（以
下
法
華
験
記

と
略
称
）
と
の
直
接
関
係
は
今
ま
で
自
明
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
来
た
よ
う
に

思
う
。
例
え
ば
野
村
八
良
博
士
は

「近
古
時
代
説
話
文
学
論
」
の
中
で

「霊
異

記
か
ら
直
接
系
統
を
引
い
て
い
る
法
華
験
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
霊
異
記
の
ど
の
説
話
と
ど
の
説
話
が
法
華
験
記
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
点
に
な
る
と
、
先
学
の
説
は
必
ず
し
も

一
致
し
て
い
る
と
は
云
え
な

い
っ
嘗
て
鈴
木
仙
三
氏
は

「
日
本
霊
異
記
撰
述
年
代
考
」

（国
語

・
第
二
巻
第

三
号
）
に
於
て
、
か
な
り
詳
細
な
説
話
対
照
表
を
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ

ば
霊
異
記
と
関
係
の
あ
る
法
華
験
記
の
説
話
数
は
十
話
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

鈴
木
氏
は
法
華
験
記
が
霊
異
記
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
も

っ
て
、
霊
異
記
撰

述
年
代
決
定
の
一
根
拠
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
十
話
は
直
接

関
係
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
武
田
市
吉
博
士
の

「日
本
霊
異
記
」

（
日

本
古
典
全
書
）
の
頭
註
に
よ
れ
ば
八
話
と
な
り
。
板
橋
倫
行
氏
の

「
日
本
霊
異

記
」

（角
川
文
庫
）
の
脚
註
で
は
七
話
に
減
じ
て
い
る
。
武
田
博
士
や
板
橋
氏

は

「引
用
　
法
華
験
記
上
」
或
は

「法
華
験
記
上
に
引
用
」
と
い
う
風
に
、
法

華
験
記
の
巻
名
の
み
を
示
し
て
、
そ
の
説
話
番
号
は
明
記
し
て
お
ら
れ
な
い
の

山

根

賢

で
、
今
便
宜
上
、
鈴
木
氏
の
対
照
表
か
ら
抜
率
し
て
、
両
説
話
集
の
関
係
を
考

え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

上
の
３．
（註

下

の
％

下
の
螂

上
の
２

下
の
賜

下
の
螂

上

の

１３

上

の

１０

下
の
動

下

の

９８

士
ロ

（
国
名

ｏ
人
名
小
異
あ
り
。
鈴
本
氏
）

法
華
験
記
の
説
話
末
に

「出
霊
異
記
臭
」
と
あ
る
。

法
華
験
記
の
説
話
末
に

「
出
霊
異
記
」
と
あ
る
。

法
華
験
記
の
説
話
末
に

「
見
霊
異
記
」
と
あ
る
。

法
華
験
記
の
説
話
末
に

「
見
霊
異
記
癸
」
と
あ
る
。

法
華
験
記
の
説
話
末
に

「
出
霊
異
記
」
と
あ
る

‐劃

釧

当

法 ‐
到

劉

引

「

‐
‐

倍
‐

「
‐
‐

‐

‐

上
の
１８

上
の
１９

中

の
６

中

の
７

中

の
１２

中

の
１５

下
の
１

下
の
６

下
の
１３

下
の
１９

（
上
ｏ
中

・
下
は
巻
数
を
、
数
字
は
説
話
番
号
を
示
す
）

右
の
表
の
備
考
欄
に
示
し
た
よ
う
に
、
法
華
験
記
の
中
に
は
、

「出
霊
異
記
」

と
か

「見
霊
異
記
」
と
か
の
文
字
を
説
話
末
に
記
し
た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
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も
の
と
が
あ
る
。
先
ず
後
者
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

霊
異
記
上
の
１８
と
法
華
験
記
上
の
３．
と
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
氏
が

「国
名

・

人
名
小
異
あ
り
」
と
註
記
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
説
話
の
地
名

ｏ
人

』
は

方 一
』
」

「
致

け
』
』
”
聯
教
「
ｒ
剛
嘘
竃
一
商
一

方
「中

報
胸
脚
］
汁
」
「
勁

あ
れ
ば
他
方
は

「恵
増
」
と
あ
り
、
更
に
表
現
上
か
ら
も
両
説
話
が
直
接
関
係

あ
り
と
す
る
確
証
は
認
め
難
い
。

次
に
霊
異
記
中
の
７
と
法
華
験
記
上
の
２
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
法
華
験
記

の
こ
の
説
話
は
殆
ど
忠
実
に
日
本
往
生
極
楽
記
の
行
基
の
説
話
を
写
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
霊
異
記
と
直
接
関
係
が
あ
る
と
は
云
え
な
い
。

然
ら
ば
霊
異
記
中
の
１２
と
法
華
験
記
下
の

・２３
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は

何
れ
も
有
名
な
蟹
の
話
で
あ
る
が
、
地
名
の
点
に
つ
い
て
云
え
ば
、
霊
異
記
は

「山
背
國
紀
伊
郡
」
と
あ
る
に
対
し
法
華
験
記
は

「山
城
國
久
世
郡
」
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
霊
異
記
に
は

「紀
伊
郡
深
長
寺
」
に
あ

っ
た

「行
基
」
の
こ
と

が
見
え
る
が
、
法
華
験
記
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
は
全
く
な
い
。
年
代
に

於
て
も
霊
異
記
は

「聖
武
天
皇
代
」
と
し
て
い
る
が
、
法
華
験
記
に
は
そ
の
記

載
が
な
い
。
そ
し
て
両
者
の
最
も
大
き
な
相
違
は
霊
異
記
が
蟹
の
報
恩
諄
で
あ

る
に
対
し
、
他
方
は
そ
れ
を
更
に
蟹
満
多
寺
の
縁
起
諄
へ
と
転
換
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
を
後
者
の
改
作
と
断
ず
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
早
計

で
あ

ろ

霊
異
記
下
の
１
２
法
華
験
記
上
の
１３
と
の
関
係
も
以
上
の
も
の
と
変
り
は
な

い
。
霊
異
記
下
の
１
は
二
説
話
を
複
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
構
成
の
上
か
ら

見
て
法
華
験
記
上
の
１３
に
近
い
の
は
そ
の
後
半
の
説
話
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

と
て
一
致
す
る
固
有
名
詞
は
見
当
ら
畿
い
。
た
ゞ
表
現
上
次
の
よ
う
に
や
ゝ
類

似
し
た
部
分
が
あ
る

（な
お
、
霊
異
記
の
本
文
は
す
べ
て
抜
斎
本
に
よ
り
、
法

華
験
記
は
続
群
書
類
従
本
に
よ
っ
た
）。

見
之
者
、
有

一
調
膜
、
歴
久
日
曝
。
其
舌
不
爛
、
而
生
著
有
。
　
３
工異
記
）

明
朝
見
有
死
骸
骨
。
身
健
全
連
。
更
不
分
散
。
青
苔
纏
身
。
運
多
年
月
見
欄

饉
。
其
日
中
有
舌
。
赤
鮮
不
損
。

（法
華
験
記
）

し
か
し
こ
の
程
度
の
類
似
を
も

っ
て
、
両
者
に
直
接
関
係
が
あ
る
と
す
る
こ
と

は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
霊
異
記
下
の
１９
と
法
華
験
記
下
の
“
に
な
る
と
、
以
上
の
諸
説
話

と
は
よ
ほ
ど
趣
を
異
に
す
る
。
先
ず
地
名
の
点
で
は
両
者
の
相
違
は
次
の
よ
う

で
あ
る
。一̈『̈薇一̈』一『』］大神寺一『』り一申『］宮一）

こ
の
よ
う
に
法
華
験
記
の
地
名
は
霊
異
記
の
そ
れ
と
根
本
的
に
異
る
も
の
は
な

い
。
し
か
る
に
人
名
に
於
て
は
、
霊
異
記
に

「豊
服
広
公
」
と
あ
る
が
法
華
験

記
に
は
な
く
、
年
代
に
於
て
も
前
者
に

「賓
亀
二
年
辛
亥
冬
十

一
月
十
五
日
寅

時
」
と
あ
る
の
に
、
後
者
は

「勝
賓
二
年
十

一
月
十
五
日
寅
時
」
と
な
っ
て
い

る
。
も

っ
と
も
年
代
の
方
は
何
れ
か
に
誤
写
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
く

は
な

い
。
な
お
表
現
は
お
ゝ
む
ね

一
致
す
る
が
微
細
に
検
討
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
い

く
つ
か
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

制一撃嘩叫一ヽ錦け無』じ
（法

華

験

記
）

見
其
形
然
。
猶
如
明
月

（
ナ
シ
）
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(4)(3)か
ヽ
る
相
違
は
法
華
験
記
の
撰
者
鎮
源
の
改
作
で
あ
る
と
一
応
考
え
る
こ
と
も

出
来
よ
う
が
、
両
説
話
集
の
中
間
に
位
す
る
三
宝
絵
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来

な
い
。
果
せ
る
か
な
三
宝
絵
に
は
こ
れ
と
同

一
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、

し
か
も
右
の
田
に
当
る
部
分
が

「
ソ
ノ
カ
タ
チ
ヲ
ミ
ン
バ
明
月
ノ
ゴ
ト
シ
」
と

あ
る
。
更
に
囲
に
相
当
す
る
部
分
は
な
く
、
０
は

「其
形
人
ニ
ス
グ
ン
テ
」
と

あ
り
、
国
は

「
ア
ヤ
シ
キ
人
ソ
ラ
ヨ
リ
来
テ
手
ヲ
モ
テ
ニ
人
ノ
僧
フ
瓢
僧
イ
ク

パ
ク
ナ
ラ
ズ
シ
テ
ト
モ
ニ
死
ヌ
」
と
見
え
、
０
は

「抑
説
給
経
ノ
文
ニ
ツ
イ
テ

ス
コ
ブ
ル
ウ
タ
ガ
ヒ
ア
リ
ス
ペ
カ
ラ
ク
ア
ゲ
申
テ
オ
ボ
ツ
カ
ナ
サ
フ
ア
キ
ラ
メ

ム
ト
云
テ
花
厳
経
ノ
侶
フ
イ
タ
シ
テ
問
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
法
華
験

記
の
表
現
に
近
い
こ
と
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
ゞ
三
宝
絵
の
四
の
部

分
は
霊
異
記
に
近
く
、
固
は

「其
後
費
亀
八
年
ノ
ホ
ド
」
と
の
み
あ

っ
て
、
霊

異
記
の
文
章
を
省
略
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
。
な
お
先
に
挙
げ
た
地
名
の
点
で

は
、
三
宝
絵
は
国
に
相
当
す
る
も
の
の
み
霊
異
記
に
一
致
す
る
が
、
同
は

「此

國
ノ
國
分
寺
」
【
は

「豊
前
國
宇
佐
大
神
宮
」
と
あ
っ
て
殆
ど
法
華
験
記
に
一

致
す
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
三
室
絵
中
巻
の

「肥
後
國
シ
ヽ
ム
ラ
尼
」
の
説
話

は
、
霊
異
記
下
の
１９
か
ら
法
華
験
記
下
の
％
に
至
る
そ
の
中
間
に
位
す
る
も
の

で
あ

っ
て
、
法
華
験
記
は
直
接
三
宝
絵
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三

次
に
法
華
験
記
の
説
話
末
に

「見
霊
異
記
」
或
は

「出
霊
異
記
」
と
記
さ
れ

て
い
る
五
説
話
に
つ
い
て
考
察
を
す
ゝ
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

先
ず
霊
異
記
上
の
１９
と
法
華
験
記
下
の
９６
に
つ
い
て
は
、
前
者
に
あ
る

一
節

が
後
者
に
見
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
即
ち
霊
異
記
に

「姓
名
未
詳
也
。
常
作
碁

為
宗
」
と
あ
る

一
節
や

「故
捩
己
口
」
以
下

「沙
弥
者
遍
猶
負
」
に
至
る
数
十

字
は
、
法
華
験
記
に
は
全
く
見
当
ら
な
い
。
そ
の
反
面
法
華
験
記
に

「見
間
人

人
大
恐
怖
驚
」
以
下

「沙
弥
往
医
師
家
」
ま
で
、
或
は

「
口
弥
唱
増
」
以
下

「

後
世
受
苦
不
可
勝
計
」
ま
で
の
部
分
は
霊
異
記
に
見
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ

と
同
様
の
説
話
が
三
宝
絵
に
も
収
め
ら
れ
て
い
て
、

「姓
名
未
詳
也
。
常
作
碁

為
宗
」
に
相
当
す
る
も
の
な
く
、
他
は
お
お
む
ね
霊
異
記
に
近
い
が
、

「医
師

ヲ
ョ
ビ
テ
」
の
一
句
が
見
え
て
い
て
、
こ
れ
ま
た
霊
異
記
と
法
華
験
記
と
の
間

に
介
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

霊
異
記
中
の
６
と
法
華
験
記
下
の
螂
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
相
違
点
を

指
摘
し
得
る
。

奮
工　
　
異
　
　
記
）

為
納
大
乗
遣
使
四
方

諾
楽
京

（
ナ
シ
）

（法

華

験

記
）

（
ナ

シ
）

（
ナ

シ
）

又
新
故
二
経
。
雙
入

一
箱
。
雖
入

新
経
。
不
入
故
経

こ
れ
と
同
じ
説
話
は
三
宝
絵
に
も
見
え
る
。
三
宝
絵
で
は
右
の
田
②
に
相
当
す

（
ナ
シ
）

愚
俗
砦
之
、
琥
日
猥
聖

神
人
自
空
降
、
以
枠
搭
棠
信
。
僧

恐
叫
終
死
也

任
彼
竺
紫
國
府
大
國
師
之
時
、
賓

亀
七
八
箇
年
比
頃

因
奉
偏
間
之

面
貌
端
正
。
見
者
寵
愛

世
間
見
者
。
皆
生
奪
重
。
琥
日
聖

人従
空
中
降
鬼
瀞
手
。
不
見
形
沐
。

臥
割
雨
信
頭
面
鼻
口
。
其
信
不
幾

死
己
寛

（
ナ
シ
）

抑
就
所
読
経
。
有
小
分
疑
。
今
須

申
上
。
営
明
愚
味
。
於
華
厳
侶
問

難

(3)(2)(1)



る
語
句
は
あ
る
が
、
ま
た

一
方
０
に
相
当
す
る

「人

（前
日
本

・
東
大
寺
切

「

又
」
）
ニ
ノ
経
ヲ
ナ
ラ
ベ
テ
一
ハ
コ
ニ
入
ン
パ
フ
ル
キ
ハ
イ
ラ
ズ
ア
タ
ラ
シ
キ

ハ
イ
ル
」
の
一
節
が
あ

っ
て
、
こ
れ
は
法
華
験
記
に
非
常
に
近
い
表

現

で
あ

る
。
恐
ら
く
こ
の
場
合
も
法
華
験
記
は
霊
異
記
に
よ
る
こ
と
な
く
、
三
宝
絵
か

ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

霊
異
記
中
の
１５
と
法
華
験
記
下
の
螂
の
場
合
に
な
る
と
更
に
多
く
の
相
違
点

が
あ
る
。
左
に
そ
の
主
な
る
も
の
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

く
法
華
験
記
に
近
い
。
右
の
田
に
於
て
観
智
院
本
三
宝
絵
は

「同
郡
ノ
益
志
郷

」
と
あ
っ
て
、
霊
異
記
に
も
法
華
験
記
に
も

一
致
し
な
い
。
し
か
し
東
大
寺
切

に

「
お
な
じ
き
こ
は
り
の
さ
と
」
と
あ
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
②
は

「講
師
ヲ
モ
ト
メ
ニ
ヤ
ル
」
と
あ
り
、
０
に
相
当
す
る
語
句
は
な
く
、
四
は

「

ア
メ
ナ
ル
メ
牛
」
と
あ
り
、
国
は

「部
身
甚
フ
ロ
カ
ニ
シ
テ
モ
ト
ヨ
リ
サ
ト
リ

モ
ナ
シ
仏
二
申
経
フ
説
ベ
キ
事
ヲ
モ
シ
ラ
ズ
」
と
見
え
、　
０
は

「宅

ニ
カ
ヘ

ル
ア
メ
ナ
ル
牛
来
テ
堂
内

ニ
ノ
ボ
リ
キ
テ
」
と
あ
り
、
０
は

「
マ
ヨ
ト
ニ
我
サ

ラ
ニ
シ
ラ
ザ
リ
ケ
リ
年
来
ク
ル
シ
メ
ツ
カ
ヒ
タ
テ
マ
ツ
リ
ケ
ル
我
心
ノ
フ
ロ
カ

ニ
カ
ナ
ツ
ク
モ
ア
ル
カ
ナ
今
日
此
事
ヲ
シ
リ
ヌ
レ
バ

一
乗
ノ
カ
ウ
ン
ツ
ク
タ
ウ

ト
ク
モ
ア
ル
カ
ナ
今
日
ヨ
リ
ノ
チ
ハ
イ
タ
ハ
リ
ヤ
シ
ナ
ヒ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
ナ
ガ

ク
ツ
カ
ヒ
タ
テ
マ
ツ
ル
事
フ
ト
ゞ
ム
ベ
ツ
ト
ナ
キ
カ
ナ
シ
ブ
」
と
長
文
の
一
節

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
法
華
験
記
の
表
現
に
近
い
。
た
ゞ
０
に
当
る
部
分

は

「昔
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
イ
マ
ダ
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
ノ
事
ナ
シ
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ

は
霊
異
記
に
近
い
。
従

っ
て
こ
の
説
話
に
於
て
も
、
三
宝
絵
は
霊
異
記
か
ら
法

華
験
記
に
至
る
中
間
に
位
す
べ
き
も
の
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
霊
異
記
下
の
６
と
法
華
験
記
上
の
１０
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
人
名
を
明

記
し
て
い
な
い
の
に
拘
ら
ず
後
者
に
は

「広
恩
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
前
者
に
於

て
は
弟
子
と
童
子
は
同

一
人
と
考
え
ら
れ
る
に
対
し
、
後
者
は
明
ら
か
に
別
人

で
あ
る
。
こ
の
外
次
の
よ
う
な
主
な
る
相
違
が
見
ら
れ
る
。

釜
工
　
　
異
　
　
記
）

念
欲
食
魚
、
語
弟
子
言
、
我
欲
敷

魚
、
汝
求
養
我
。
弟
子
受
師
語

（法

華

験

記
）

弟
子
難
言
。
大
師
疲
勢
。
既
煩
重

病
。
不
加
療
治
病
忽
難
愈
。
及
死

門
獄
。
扶
身
修
道
。
如
爽
所
読
也
。

買
求
魚
類
。
篤
薬
被
食
。
依
弟
手

秒
印
聴
許
之

（法

華

験

記
）

同
郡
里
内

請
講
師
時

（
ナ
シ
）

黄
班
牛

法
用
如
例
。
印
表
白
言
。
卑
身
甚

愚
。
更
無
所
知
。
三
賓
證
明
。
印

辮
去
ｏ
願
主
忽
捕
講
師

家
有
黄
班
牝
牛
。
起
立
歩
末
堂
内

更
我
不
知
。
辱
奉
駈
使
。
我
心
愚

頑
。
不
知
此
事
也
。
今
依
経
師
威

力
。
始
知
此
縁
。
今
日
己
後
。
更

不
奉
駈
。
殊
加
勢
養
。
奉
酬
恩
徳

其
日
講
師
。
是
非
几
夫
。
諸
佛
分

身
。
説
法
教
化
。
甚
貴
倍
常

三
宝
絵
に
は
や
は
り
こ
れ
と
同
じ
説
話
が
あ
っ
て
、
そ
の
表
現
は
い
ち
じ
る
し

(2)(1){7)(6) (5}(4)

奮
工
　

異

　

記
）

同
郡
御
谷
之
里

以
盟
之
日
、
請
於
我
願
有
縁
之
師
、

欲
所
済
度

有
伎
戯
人
、
剃
髪
懸
織
以

雖
篤
然
猶
曽
不
覺
知

赤
牝
牛

（
ナ
シ
）

喚
牝

曽
不
知
、
今
我
奉
免

往
古
已
後
、
莫
過
斯
奇



(3)(2)

市
中

童
子
心
中
嚢
此
念
願
。
我
師
年
末

持
法
華
経
。
此
魚
憂
経
。
隠
大
師

吼

食
彼
魚

不
食
其
魚

右
に
挙
げ
た
田
四
な
ど
は
霊
異
記
と
法
華
険
記
で
は
ま
る
で
反
対
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
説
話
も
ま
た
三
宝
絵
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
三
宝
絵
は

先
に
記
し
た
人
名
の
点
で
は
霊
異
記
同
様
明
記
し
て
い
な
い
が
、
弟
子
と
童
子

は
明
ら
か
に
別
人
で
あ
り
、
右
の
回
の
部
分
は

「弟
子
ノ
僧
大
師
二
申
身
ツ
カ

レ
給
テ
病
ス
デ

ニ
オ
モ
ク
ナ
リ
給
タ
リ
叉
身
ヲ
タ
ス
ケ
テ
道
フ
オ
ヨ
ナ
フ
ハ
佛

ノ
説
給
所
也
病
僧

ニ
ハ
ユ
ル
シ
給
ナ
リ
売
ヲ
カ
フ
ハ
ツ
ミ
カ
ロ
カ
ナ
リ
心
ミ
ニ

ナ
フ
魚
ヲ
マ
イ
ン
ト
イ
フ
ネ
ム
コ
ロ
ニ
ス
ゝ
ム
ン
バ
ナ
ニ
カ
ハ
ト
イ
フ
」
と
な

っ
て
お
り
、
②
は

「市
ノ
中
」
０
は

「心
中
二
発
願
ス
我
師
ノ
年
来
ヨ
ミ
タ
テ

マ
ツ
リ
給
法
花

一
乗
我
フ
タ
ス
ケ
給
へ
師

二
恥
ミ
セ
給
ナ
ト
念
ズ
」
と
あ
り
、

四
は

「
ク
ハ
ズ
ナ
リ
ヌ
」
と
あ
っ
て
何
れ
も
法
華
験
記
に
近
く
、
こ
ゝ
に
於
て

も
法
華
験
記
が
三
宝
絵
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
ゞ

「広
恩
」

と
い
う
人
名
が
法
華
験
記
の
み
に
見
え
る
の
で
、
或
は
三
宝
絵
以
外
の
も
の
を

も
参
照
し
た
か
も
知
れ
な
い
。

最
後
に
霊
異
記
下
の
１３
と
法
華
験
記
下
の
畑
の
主
な
相
違
を
示
そ
う
。

近
隣
人
四
十
余
人

（
ナ

シ
）

同
様
の
説
話
は
、

「美
作
国
採
鐵
山
人
」
と
し
て
三
宝
絵
に
も
あ
る
。
三
宝
絵

の
回
は

「佛
フ
カ
キ
経
フ
ウ
ツ
シ
テ
」
と
な
っ
て
い
る
。
法
華
験
記
の

「固
篤

佛
経
」
は
誤
写
又
は
誤
植
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　

「固
佛
篤
経
」

と
あ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
推
定
に
し
て
正
し
い
と
す
れ
ば
勿
論
三
宝
絵
に
一
致
す
る
。

三
宝
絵
の
②
は

「昔
」
、
四
は

「
ソ
ラ
ア
ラ
ハ
ニ
ミ
ユ
ヒ
ロ
サ
三
尺
余
」
と
あ

っ
て
法
華
験
記
に
近
く
、
日
０
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
。
国
は

「村
人
升
余

人
」
と
あ
っ
て
数
は
霊
異
記
に

一
致
す
る
。
但
し
国
の
場
合
、
法
華
験
記
の

「

四
十
」
は
或
は
誤
写
と
も
考
え
得
る
。

「舟
」
を

「　
」
と
誤
る
こ
と
は
稀
な

こ
と
で
は
な
い
。
か
く
の
如
く
法
華
験
記
は
こ
の
説
話
に
於
て
も
三
宝
絵
の
表

現
に
近
い
の
で
あ
る
。

四

以
上
い
さ
ヽ
か
煩
雑
に
わ
た
っ
た
が
、
鈴
木
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
十
説
話
の
う

ち
四
説
話
は
直
接
関
係
を
認
め
難
く
、
法
華
験
記
の
他
の
六
説
話
は
霊
異
記
を

直
接
引
用
し
た
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
相
違
を
検
討
し

て
み
る
と
以
外
に
も
三
宝
絵
に
近
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
従

っ
て
法
華
験
記
の

撰
者
は
霊
異
記
に
よ
る
こ
と
な
く
、
三
宝
絵
に
よ
っ
て
こ
の
六
話
を
記
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
推
定
は
更
に
次
の
よ
う
な
事
実
に
よ
＾
て
裏
づ
け
得
る

で
あ
ろ
う
。
即
ち
法
華
験
記
の
右
の
六
説
話
の
う
ち
五
説
話
ま
で
が
説
話
末
に

「出
霊
異
記
」

「見
霊
異
記
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
字
が
そ
れ
ハ
ヽ
の
原

拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
三
宝
絵
の
説
話
末
に
見
え
る

「霊
異
記

ニ
シ
ル
セ
リ

」
と
か

「霊
異
記
二
見
タ
リ
」
と
か
あ
る
の
を
写
し
た
も
の
と
考
え
て
何
等
矛

(4) (3)(2)(1)

大
和
国
内
市
邊

（
ナ

シ
）

釜
工
　

異

　

記
）

固
檜
観
音
像
、
篤
経

先
日（

ナ
シ
）

日
光
照
被
及
也
。
穴
開
通
廣
方
二

回一̈〔触立穴門

（法

華

験

記
）

固
篤
佛
経

先
年

須
曳
且
待
。
可
相
助
汝
。
作
是
語

己遥
見
虚
空
。
廣
三
尺
計
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盾
を
生
じ
な
い
事
実
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
、
法
華
験
記
の

「出
霊
異
記

」
或
は

「見
霊
異
記
」
の
文
字
こ
そ
は
、
霊
異
記
に
直
接
よ
る
こ
と
な
く
、
三

宝
絵
力、
ら
の
孫
引
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
法
華
験
記
冒
頭
の
聖
徳
太
子
の
説
話
は
大
部
分
日
本
往
生
極
楽
記
に
よ

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
太
子
の
御
名
を
記
し
て
い
る
部
分
が
あ

っ
て
、

こ
れ
は
日
本
往
生
極
楽
記
に
は
見
当
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
霊

異
記
上
の
４
及
び
三
宝
絵
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
太
子
の
三
つ
の
御
名
の
書
き

方
及
び
表
現
の
上
よ
り
し
て
、
法
華
験
記
は
三
宝
絵
に
近
い
。
恐
ら
く
こ
の
部

分
に
も
三
宝
絵
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（註
）

鈴
本
氏
の
対
照
表
に
は

「
上
の
４．
」
と
ぁ
る
が
４．
は
す
で
に
中
巻
に

入
り
、
し
か
も
到
底
霊
異
記
上
の
１８
と
は
関
連
を
見
出
し
得
な
い
の
で

「４．
」
を

「３．
」
の
誤
植
と
考
え
、
私
見
に
よ
り
訂
正
し
た
こ
と
を
お

こ
と
わ
り
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
．

―
―
大
阪
大
学
大
学
院
　
学
生
―
―
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